
消防職員の職務中、サングラス着用について

車両の運転時等に日差しや太陽光の反射により、前方の視界が妨げ

られることがあり、危険要因の見落とし、他の車両、歩行者などを見

逃す恐れがあります。

サングラスを着用することで、これらのリスクを軽減し、安全な運

転をすることができます。また、サングラスは紫外線から目を保護し、

疲労の軽減、集中力の維持に繋がります。

このようなことから、事故の防止及び目の健康被害の防止を目的

に、ルールを定めて、消防職員がサングラスを着用して消防車両の運

転等を行います。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

沖永良部与論地区広域事務組合消防本部


